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診療行為に係る死因究明制度等について 

 

平成 19 年 12 月 21 日 

自由民主党 

医療紛争処理のあり方検討会 

 

１ 趣旨 

（1） 当検討会は、昨年 9月に設置され、医療事故のご遺族、医療従事者、

法曹関係者、関係省庁等から意見聴取を行い、医療事故調査の在り

方等について幅広く検討を行ってきた。 

（2） 医療の安全確保は、我が国の医療政策上の重要課題であり、とりわ

け死亡事故について、その原因を究明し再発防止を図ることは、国

民の切なる願いである。 

（3） しかし、現状は、これを専門に行う機関がなく、刑事・民事手続に

その解決が委ねられている状況である。 

（4） この現状を改め、不幸な事故の原因究明・再発防止を図るとともに、

医療の透明性・信頼性を高める新しい制度が必要である。 

（5） また、医療リスクに対する支援体制を整備し、医療従事者が萎縮す

ることなく医療を行える環境を整えることは、医師不足対策の一環

としても重要かつ喫緊の課題である。 

（6） 本年 10 月には、厚生労働省から「診療行為に関連した死亡の死因

究明等の在り方に関する試案」が提示されたが、これに対して現場

の医療関係者から懸念が指摘されている。今般、これまでの検討を

踏まえ、我が党の基本的な考え方を下記２の「新制度の骨格」のと

おり示す。 

 

２ 新制度の骨格 （別紙１、２） 

【委員会の設置】 

（1） 医療死亡事故の原因究明・再発防止を担い、医療の透明性・信頼性

の向上を図ることを目的とした、国の組織（医療安全調査委員会(仮

称)）を創設する。委員会は、医療関係者の責任追及を目的とした

ものではない。 

（2） 委員会は、中央の委員会、地方ブロック単位に設置する委員会及び

調査チームより構成する。中央の委員会は、基本的な運営方針等を
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